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鉄道近接工事における事前協議の必要性

鉄道近接工事とは・・・

線路沿線において行われる列車運行に影響を及ぼす恐れのある工事

・河川工事 ・道路工事 ・宅地造成 ・管路埋設
・採石土取 ・森林伐採 ・ほ場整備 ・建築工事 その他



鉄道近接工事における事前協議の必要性

鉄道近接工事とは・・・

『建設工事公衆災害防止対策要綱』
(令和元年9月2日 国土交通省告示第496号)

(土木工事編) 第40 鉄道事業者との事前協議

１ 発注者は、軌道敷内又は軌道敷に近接した場所で土木工事を施工する場合

においては、あらかじめ鉄道事業者と協議して、工事中における軌道の

保全方法につき、次の各号に掲げる事項について決定しなければならない。

(建築工事編) 第28 鉄道及び軌道敷近傍での作業

 １ 発注者は、鉄道及び軌道敷に近接した場所で建築工事等を施工する場合

においては、保全に関し必要な事項を鉄道事業者と協議しなければならない。

線路沿線において行われる列車運行に影響を及ぼす恐れのある工事



JR九州が規定する鉄道近接工事の範囲
（一般区間）

※ 線路中心から概ね８ｍ以内は鉄道近接工事の範囲
 （施工基面より高い位置での工事は、のり面の距離αを考慮）

※ ８ｍを超える場合であっても、使用する重機などの条件
  によっては、鉄道近接工事としての取り扱いが必要となる

切取

盛土

※ 線路より作業位置が高い場合

鉄道近接工事 対象範囲

５ ｍ

線路

※ この範囲で工事等を行う場合は、事前にＪＲ九州へ協議を
お願いいたします

α

線路中心から、 ８ ｍ＋α

※ αは、現地状況により
 異なります

営業線の範囲

５ ｍ３ｍ３ｍ

線路中心



※ 境界線から概ね５ｍ以内(高架下部分含む)は鉄道近接工事の範囲

※ ５ｍを超える範囲であっても、重機械等の転倒範囲に構造物がある場合は、

鉄道近接工事としての取扱いが必要

５ｍ ５ｍ

営業線に近接する範囲（高架下部分含む）

境界線 境界線

高架

JR九州が規定する鉄道近接工事の範囲
（高架区間）



2012年11月12日 九州新幹線新玉名・熊本間 列車支障

鉄道近接工事の事故事例

・基礎杭の施工中にクローラ
クレーンが転倒

・約6時間にわたり新幹線の運行
がストップ

・高速走行する新幹線と衝突する
恐れがあった



鉄道近接工事の事故事例

2016年10月8日 鹿児島本線 西里・崇城大学前駅間 列車支障

・民間発注の建物解体作業
・仮囲いが線路側へ倒壊（固定していた建物壁が崩壊）
・作業従事者が感電する恐れもあった事象



鉄道近接工事の事故事例

2015年6月8日 鹿児島本線 伊集院駅構内 列車支障

・自治体発注の建物(公衆トイレ)新設工事
・仮囲いが倒壊し列車のフロントガラスを破損
・旅客・乗務員が死傷する恐れもあった事象



鉄道近接工事の事故事例

鉄道近接工事における重機使用や仮設物設置

＜ポイント＞
・列車通過前の作業中断
・正確な列車運行時刻の把握
・重機や仮設物が転倒するなど列車運行に支障をきたす状態
となったときの対応（列車を止める、JR指令所への連絡など）

工事管理者、列車見張員を配置するなどの保安体制を整える



鉄道近接工事の事故事例

2019年７月16日発生 唐津線 久保田・小城間 ケーブル切断

 

発注者は線路中心から８ｍ範囲が近接協議を要することを理解して
いたが、近接範囲外での伐採を指示していたことから、ＪＲとの
近接協議を実施していない。
施工会社が独断で鉄道近接範囲内に立ち入り、作業を行った。



鉄道近接工事の事故事例

2020年3月2日発生 日豊本線 築城・椎田間 ケーブル切断

 用地境界

バックホウにて切断

・庁舎建築工事
・JR用地内を掘削し、踏切ケーブルを切断
・JR・発注者への事前打合せ無し



2019年11月11日発生 日豊本線 川原木(信)・重岡間 架線切断

 

・森林組合発注の伐採作業
・切断した木が線路側へ倒れ、電気設備を切断
・事故発生から運転再開まで約３時間要した
・作業従事者が感電する恐れもあった事象

鉄道近接工事の事故事例



2011年2月10日発生 日豊本線 竜ヶ水・鹿児島間 感電

 

・測量作業中に不用意にスタッフを伸ばし電線
（電圧2万ボルト）に接触、感電
・アルミ製のスタッフを使用

鉄道近接工事の事故事例



鉄道近接工事の事故事例

鉄道近接工事における電気関係の注意点

＜ポイント＞
・鉄道用地内には信号設備用のケーブルなどが多数埋設
・ケーブル切断により列車運行が長時間ストップするなど
影響がかなり大きい

鉄道用地付近の掘削は必ず打合せと確認が必要

＜ポイント＞
・高圧電線に安易に近づかない
・感電事故の危険だけでなく、電線溶断により列車運行が長時間
ストップするケースもある

必要により、電線防護や夜間停電を実施



当社の電気設備

・ 施行内容・位置によっては、電気設備の防護や停電の処置が必要です

・ 電気設備の防護や停電の処置に必要な費用は申請者負担となります

⇒受注前に発注者にも上記を理解していただくよう協議願います。

トロリー線の高さ
レール面上 5.0～5.4ｍ

トロリー線
（20,000Ｖ）

ちょう架線
（ 20,000Ｖ）

可動ブラケット
（20,000Ｖ）

ハンガー
（20,000Ｖ）

信号高圧配電線
（6,600Ｖ）

負き電線（3,000Ｖ）

赤い部分は全て電気が流れており、

感電の恐れがあります

電気設備に接近しないよう十分

注意をお願いします



鉄道近接工事の事故事例

2019年7月11日発生 長崎本線 肥前三川(信)・浦上間 列車支障

 

列車とボーリングロッド衝突

トンネル上部 地質調査(ボーリング作業)

・鉄道・運輸機構発注の地質調査（ボーリング作業）
・トンネル上部を貫通し、列車の運行を支障
・誤って鉄道近接工事の範囲外での施行と認識
・一歩間違えばお客さま・乗務員が死傷する恐れもあった事象
・ボーリングロッドが架線と接触して作業従事者が感電する恐れもあった

※鉄道も道路も地図上はトンネル出入口以外は地図事業者が想定でルートを記載しています。



※ 鉄道トンネルの上部は鉄道近接工事の範囲（土被りが浅い箇所もあるため）

※ 地質調査に伴うボーリング作業や、重機械を使用した掘削、杭打ち等の作業

を行う場合、事前の協議が必要

※ 鉄道トンネルの上部で工事等を行う場合は、
  事前にＪＲ九州へ協議をお願いいたします

JR九州が規定する鉄道近接工事の範囲
（トンネル上部）



鉄道近接工事における保安要員等の配置

保安要員等は下記理由により配置が必要です。ご理解ください。
・ 必要な手続き（列車の運行状況確認、着手連絡等）を遂行するため
・ 保安体制（列車見張体制等）を確保するため
・ 異常時の迅速な対応を行うため

職名（資格者名） 任 務

工事管理者 工事施工の指揮及び施工管理、運行状況確認等

列車見張員 列車の進来監視、合図、異常時の列車防護等

重機械指揮者（重機械使用時） 工事用重機械等の鉄道施設等への接触、衝撃防止のための指揮等

重機械運転者（重機械使用時） 重機械指揮者の指揮に従って行う重機械の運転操作等

※ 保安要員等

・ 鉄道近接工事では保安要員等※の配置が必要となります

・ 保安要員等は、当社が認めた資格を有する必要があります

・ 保安要員等の配置に必要な費用は申請者負担となります

⇒受注前に発注者にも上記を理解していただくよう協議願います。



近接協議の流れ（工事施工まで）

STEP１：工事の事前連絡

STEP２：協議書類取交し

STEP３：覚書等取交し

STEP４：工事施工

※鉄道近接工事の範囲であるか否か判断
・ 作業箇所・工事内容・鉄道施設への影響の確認

・ 申請者が協議書を提出し、ＪＲが回答
（WEB上でのやりとり）
・ 保安要員等の費用については申請者負担

・ 事故防止に関する覚書、施工計画書、事故防止
計画書、施工打合せの取交し



安全の取り組みについて（ホームページ）

○ＪＲ九州ホームページ「安全へのお願い」

※詳しくは『 ＪＲ九州ＨＰ＞企業・ＩＲ・採用＞ＣＳＲ＞安心・安全の取り組み＞安全へのお願い 』

『JR九州 近接』で検索すると鉄道近接工事の申請フォームが結果表示されます。



安全の取り組みについて（ホームページ）

HPに管轄エリア図も添付していますので、参考にしてください。
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